
※上記のほか、学校や地方公共団体にある相談窓口も活用してください。 
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気軽に自分の意見を発信したり、情報収集をしたりすることができるSNS ですが、匿名で投稿できることや相手

の顔が見えないことから、SNS での誹謗中傷が大きな問題になっています。法務省は2020 年12 月14 日、被害

を受けた際の相談窓口の選び方をフローチャートで公開しました。人権侵害の被害を減らす啓発活動の一環で、「解

決策を相談したい」「悩みを聞いてほしい」といったニーズに合わせた窓口を紹介しています。 

法務省は「ネットを悪用することなく、互いの人権を尊重した行動をとるように」と呼び掛けていますが、困った

時には、一人で悩まず、まずは下記相談窓口にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まもろうよ こころ」（厚生労働省） 

悩みや不安を抱えて困っている方に対して、気軽に相
談できる窓口を紹介しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

     ネットトラブルの                    人権問題の専門         国の機関に                       民間機関に 

専門家に相談したい                    機関に相談したい        相談したい                       相談したい 

 
「違法・有害相談センター」 

（総務省） 
 

 

 

◎相談者自身で削除依頼の方法などを迅速

にアドバイスします。 

◎インターネットに関する技術や制度等の専

門知識や経験を有する相談員が対応 

◎人権侵害に限らず、様々な事案に対して

幅広なアドバイスが可能 

◎インターネットで相談の受付や相談のやり

とりを行います。 

※削除要請ではなくアドバイスを行う窓口で

す。    

「人権相談」 
（法務省） 

「みんなの人権110番」0570-003-110 

 

 

◎削除依頼の方法などの助言に加え、法務

局が事案に応じてプロバイダ等に対する

削除要請を行います。 

◎削除要請は、専門的知見を有する法務局

が違法性を判断したうえで行います。 

◎全国の法務局における面談のほか、電話

やインターネットでも相談を行います（外国

語にも対応）。 

※違法性の判断に時間を要する場合があり

ます。        

「誹謗中傷ホットライン」 
（セーファーインターネット協会） 

 

 

 

◎インターネット上の誹謗中傷について、連

絡を受け付け、該当すると判断したもの

は、国内外のプロバイダに各社の利用規

約等に沿った対応を促す連絡を行います。 

◎インターネットで連絡を受付し、やりとりは

メールで行います。 

※プロバイダへの連絡を行わない場合もあ

ります。                     

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内 

インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあった場合 

解決策について相談したい 悩みや不安を聞いてほしい 

・解決策がわからない 
・書き込みを削除したい 

・書き込んだ人に賠償等を
求めたい 

・身の危険を感じる 
・犯人を処罰してほしい 

・まずアドバイスがほしい 
・自分で迅速に削除依頼したい 

弁護士に相談 
または法テラス 

最寄りの警察署や都道府県警察 
本部のサイバー犯罪相談窓口 

・自分で削除依頼できない 
・自分の身代わりに削除要請してほしい 

迅速な助言 削除要請・助言 プロバイダへの連絡 

迷わず相談！誹謗中傷被害 

人権意識の高揚と 

 人権尊が尊重される社会の

実現をめざして 



 
  

 
 
 
 

日出町人権講座は、入場無料です。誰でも参加できますが、定員があります。参加を希望される方は、 
中央公民館までご連絡ください。                     日出町中央公民館 0977-72-8608 
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私
は
、
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ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
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を
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て
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時
に
、
知 

ら
な
い
相
手
か
ら
、
こ
れ
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で
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れ
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な
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言
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で
傷
つ
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と
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も
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か
し
た
ら
、 
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の
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も
私
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傷
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い
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か
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い
ま
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た
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し
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つ
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く
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ん
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う
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傷
つ
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よ
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言
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を
言
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れ
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い
る
人
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い
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お
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聞
い
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り
、
か
ば
っ
た
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大
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え
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ン
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楽
し
く
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え
る
、
安
心
で
き
る
よ
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あ
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」
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想
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て
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て
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大
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た
く
さ
ん
の
人
が
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心
で
き
る
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
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ト
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め
に
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な
が
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リ
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前
に
、
相
手
の
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る
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大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

８月は 

『部落差別等あらゆる不当な差別をなくす

運動月間』です！ 
 

 

「同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題」で

あることを明らかにした国の同和対策審議会答申が

1965（昭和 40）年 8 月に出されました。大分県では、

この 8 月を「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす

運動月間（差別をなくす運動月間）」と定め、人権啓発・

部落差別解消に向けた取り組みを行っています。 

しかし、差別や人権侵害は後を絶たないどころか、新

たな差別が次々と起こっています。2016 年（平成 28 年）

12 月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・

施行され、「部落差別は許されないものである」ことが

明示されました。 
 

差別をなくすためには、住民一人ひとりが「関心を持

って正しく知る」ことが重要です。 
 

日出町では、毎年『部落差別等あらゆる不当な差別を

なくす運動月間』中の 8 月に「差別をなくす人権講演

会」を開催しています。 
 
  

    お 知 ら せ    

「日出町人権講座」 年間計画 中央公民館 

講座 １： 8 月 24 日（水） 10：00～12：00 

「ギターのおじさんはフツーの人だった」  

講師：山末博俊さん（県人権問題講師） 

場所：日出町中央公民館ホール 

主な対象：日出町民・役場職員・地区役員 

 

★講座 ２： 10 月 14 日（金） 19：00～20：30 
「子どもの人権」 

講師：マックビーン光子さん（県人権問題講師） 

主な対象：小中学校児童生徒の保護者 
★講座 ３： 11 月 9 日（水） 19：00～20：30 

「子どもの人権」  

講師：山本紀子さん（県人権問題講師） 

主な対象：小中学校児童生徒の保護者 
★講座 ４： 12 月 3 日（土） 午前中 00：00～00：00

「日出町人権フェスティバル」  

講師・主な対象：未定 
 
6 月、7 月に予定していた人権講座は、 
コロナウイルス感染拡大の影響を受け、 
延期しています。状況をみながら、 
開催する予定にしています。 


